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つながる ひろがる デジタルシニア育成事業業務委託

プロポーザル提案募集要項

１ 目的

本要項は、つながる ひろがる デジタルシニア育成事業業務委託の実施にあたり、公

募型プロポーザル方式により事業者を選定するため、その手続きについて豊島区プロポ

ーザル方式実施取扱要綱第９条に基づき必要な事項を定めるものである。

２ 業務内容

  別紙「つながる ひろがる デジタルシニア育成事業業務委託 業務説明書」のとおり

３ 履行期間

契約締結日から令和５年３月３１日まで

※ 契約締結は最終結果通知(令和５年２月６日を予定)後、速やかに行う。

※ 単年度契約とし、履行状況等が良好な場合は最大２回まで更新可能とする。

４ 予定上限価格

令和 4 年度 4,651,000 円（税込） 
※上記は予定上限価格であり、提案内容に合致した価格設定とすること。 

５ 参加資格

（１）区における競争入札参加資格を有していること。資格を有していない場合、参加意

向申出書の提出時までに東京電子自治体共同運営電子調達サービスより入札参加資

格登録申請を行っていること。ただし、区と契約実績のある社会福祉法人等（非営

利法人）はこの限りではない。

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当

しないこと。

（３）参加意向申出書の提出期限から受託候補者の特定の日まで、豊島区競争入札参加停

止措置及び指名停止措置要綱（平成２０年８月１日総務部長決定）による指名停止

措置又は豊島区暴力団等排除措置要綱（平成２１年３月６日総務部長決定）による

入札参加除外措置を受けていないこと。

（４）本業務を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有すること。

（５）過去２年間に銀行取引停止がなく、経営不振の状況にないこと。
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６ 受託者選定スケジュール（予定）

月日 内容

令和 4 年 12 月 20 日（火） 参加者募集開始（区ホームページへ募集要項等掲載）

令和 4 年 12 月 26 日（月） 受付〆切（参加意向申出書等）

令和 5 年 1 月 4 日（水） 企画提案書等 受付開始

令和 5 年 1 月 4 日（水） 質問受付開始

令和 5 年 1 月 10 日（火） 受付〆切（質問事項）

令和 5 年 1 月 11 日（水） 質問回答送付

令和 5 年 1 月 17 日（火） 企画提案書等 受付〆切

令和 5 年 1 月 25 日（水） 第一次審査（書類審査）結果通知

令和 5 年 1 月 30 日（月） 企画提案書付属資料 受付〆切（任意提出）

令和 5 年 2 月 2 日（木） 第二次審査（プレゼンテーション審査）

令和 5 年 2 月 6 日（月） 最終結果通知
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７ 参加受付

（１）受付期間

令和４年１２月２０日（火）～令和４年１２月２６日（月）

※ 土・日・祝日を除く、開庁日の午前９時～午後５時まで

（２）提出書類（各１部）

提出書類 記入内容・注意点等 様式

１ 参加意向申出書 ― 様式１

２

登記簿謄本

（履歴事項全部証

明書）

・発行後３か月以内のもの
任意

様式

３

財務諸表

（株式会社）

・損益計算書（直近のもの）

・貸借対照表（直近のもの）

任意

様式

財務諸表

（NPO 法人等）

・貸借対照表（過去３年分）

・資金収支計算書（過去３年分）

・資金収支決算内訳表（過去３年分）

・事業活動収支計算書（過去３年分）

・事業活動収支内訳書（過去３年分）

・財産目録（過去３年分）

任意

様式

４ 納税証明書

・法人事業税の納税証明書（直近のもの）

・法人税の納税証明書その１（直近のもの）

・消費税及び地方消費税の納税証明書（直近のもの）

任意

様式

５
法人の定款及び

規約等
―

任意

様式

６
個人情報保護措置

関係書類

・プライバシーマークまたは ISO27001 等取得を証
明する書類の写し（直近のもの）

・上記資格を有しない場合には、資格を取得してい

ない理由書及び保護措置を講じていることがわ

かる内規等関係書類

任意

様式

７ 事業者概要 ―
任意

様式

（３）提出先 

「17 提出先・問い合わせ先」まで直接持参（郵送不可）

８ 参加資格の確認

参加意向申出書を提出した者について参加資格の確認を行い、選定もしくは非選定の

結果を令和５年１月４日（水）（予定）までに文書または電子メールにより通知する。

なお、参加資格が認められなかった申出者に対しては、その理由をあわせて通知する。
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９ 企画提案書等の提出 

  上記８にて参加資格が認められた者には、以下のとおり書類の提出を要請する。

（１）受付期間

令和５年１月４日（水）～令和５年１月１７日（火）

※ 土・日・祝日を除く、開庁日の午前９時～午後５時まで

※ 付属資料（任意提出）の提出受付期間は別途指定

（２）提出書類

提出書類 記入内容・注意点等 様式 部数

１

企画提案書

（正本）

※要押印

・表紙に会社名、法人名を記載すること

・別添の企画提案書様式を使用すること

※記載欄スペースは適宜調整可とする

・文言や図表等の表記は分かりやすい表現と

すること

・Ａ４版、横書きで作成すること

・両面印刷により作成すること

・文字サイズは 12 ポイント以上とすること

様式３ １部

２
企画提案書

（副本）

・社名がわかる記載は提案書の中身も含めて

行わないこと

・社名の記載以外は企画書正本と同様とする

様式３ １０部

３ 付属資料（※）
・企画提案書の内容等を要約した資料

・パワーポイントで作成すること

任意

様式
１０部

４ 事業実績報告書
・多数の実績がある場合、事業実績書のほか

に一覧表（任意様式）を添付すること
様式４ １部

５ 事業経費積算書 ― 様式５ １部

※ 業務説明書に掲載した内容は最低限度の基準を示したものであるため、それ以外の点

も含め、記載内容に限らず事業者において自由に提案すること。

 ※ 付属資料は、第一次審査（書類審査）合格者に対し、令和５年１月３０日（月）１７

時までに、書面（１０部）及び電子データで提出を求める。（任意提出）

（３）提出先

① 書面

「17 提出先・問い合わせ先」まで直接持参（郵送不可）
② 電子データ

下記のとおり、電子メール宛てに提出すること。

【宛 先】豊島区 保健福祉部 高齢者福祉課 総合事業グループ

【件 名】（会社名）つながるひろがるデジタルシニア育成事業業務委託プロポ

ーザル企画提案書等

【メール】A0015301@city.toshima.lg.jp 
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10 質問受付及び回答
（１）本件プロポーザルに関して質問がある場合、質問票（様式６）に記入し、下記のと

おり電子メール宛てに提出すること。なお、電話等での質問には応じない。

【宛 先】豊島区 保健福祉部 高齢者福祉課 総合事業グループ

【件 名】（会社名）つながるひろがるデジタルシニア育成事業業務委託プロポー

ザルに関する質問

【メール】A0015301@city.toshima.lg.jp

（２）受付期間

令和５年１月４日（水）～令和５年１月１０日（火）午後５時

（３）回答方法

令和５年１月１１日（水）（予定）までに、全提案者に電子メールで回答する。

（４）その他

質問書の内容に疑義が生じた場合は、豊島区から質問者へ電話等で問い合わせる場

合がある。

11 企画提案書の内容確認 

提案者は、企画提案書の内容について区から質問を受けた場合、その都度指定された

期日までに回答すること。質問事項の送付及び回答は電子メールで行う。なお、回答内

容も提案の一部として取り扱うので留意すること。

12 審査方法 

選定は、区が設置するつながるひろがるデジタルシニア育成事業業務委託プロポーザ

ル方式業者選定委員会（以下、「委員会」という。）において審査を行い、提案書等の

内容に照らして採点のうえ順位付けし、最も適当と認める提案者を受託候補者として選

定する。

（１）第一次審査（書類審査）

企画提案書等の内容を審査し、上位３者を選定する。審査結果は、合否に関わらず

令和５年１月２５日（水）（予定）までに文書または電子メールで通知する。

（２）第二次審査（プレゼンテーション審査）

第一次審査合格者を対象に、企画提案書及びプレゼンテーションにより総合的な審

査を行う。

① 実施日：令和５年２月２日（木）午後（予定）

時間等の詳細については、提案者ごとに別途通知する。

② 実施場所：豊島区役所本庁舎(東京豊島区南池袋 2 丁目 45 番 1 号)
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③ 発表時間

・ 発表・質疑応答時間は概ね４０分間とする。

（プレゼンテーション２０分、質疑応答２０分）

・ 上記時間には、団体の入替え時間や準備時間は含まない。

・ プレゼンテーションは、企画提案書（書面）及び付属資料（書面またはディス

プレイ投影）を使用して発表すること。

・ ディスプレイ投影を希望する場合、付属資料の提出時にその旨を申し出ること。

・ ディスプレイ、接続ケーブルは区が用意する。

・ ディスプレイ接続用のパソコンは提案者が持参すること。

・ 発表者は３名以内（パソコン操作者含む）とする。

・ プレゼンテーションでは、つながる ひろがる デジタルシニア育成事業を

実際に行うことを想定し、「業務責任者」をメンバーに加えて審査に参加する

こと。

③ 審査の結果通知：令和５年２月６日（月）（予定）

評価点が最も高い者を受託候補者として決定する。結果は文書または電子メール

で通知する。
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13 審査基準及び配点 

（１）第一次審査：書類審査

主な評価項目 配点

①

業務の理解と

取組方針

・高齢者のデジタルデバイド解消を目的とした取り組

み方針
10 

②

事業実績 ・高齢者 (65 歳以上 )を対象としたスマートフォン講座
（類似業務含む）の実績

10 

③

実施体制

（人員配置等）

・能力、経験、役割、職種等を考慮した業務責任者

及び業務従事者の選任、配置

・本社との連携体制、サポート体制等
10 

④

実施計画

（業務内容等）

・デバイス貸与に係る利用者の利便性

・業務の実施方法、工夫、実現可能性

・利用者ニーズの把握と講座への反映
35 

⑤

進行管理 ・業務運営に対するチェック体制等

5 

⑥

経費 ・金額の妥当性（提案内容との比較）

10 

⑦

危機管理・

個人情報保護

・苦情対応、本社との連携体制

・個人情報保護に対する取組み、リスク管理
10 

⑧

企画提案力・

独自提案

・現状と課題の理解、分析

・事業者の強みを活かした提案

・独自提案の有無

・独自提案の創意工夫、魅力度、実現可能性

10 

合計 100 
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（２）第二次審査：プレゼンテーション・総合審査

主な評価項目 配点

①

業務の理解と

取組方針

・高齢者のデジタルデバイド解消を目的とした取り組

み方針
10 

②

実施体制

（人員配置等）

・能力、経験、役割、職種等を考慮した業務責任者

及び業務従事者の選任、配置

・本社との連携体制、サポート体制等
10 

③

実施計画

（業務内容等）

・デバイス貸与に係る利用者の利便性

・業務の実施方法、工夫、実現可能性

・利用者ニーズの把握と講座への反映
35 

④

進行管理 ・業務運営に対するチェック体制等

10 

⑤

危機管理・

個人情報保護

・苦情対応、本社との連携体制

・個人情報保護に対する取組み、リスク管理
10 

⑥

企画提案力・

独自提案

・現状と課題の理解、分析

・事業者の強みを活かした提案

・独自提案の有無

・独自提案の創意工夫、魅力度、実現可能性

20 

⑦

本業務への意欲

・姿勢等

・意欲、姿勢

・柔軟性
5 

合計 100 
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14 受託候補者の選定方法 

（１）選定委員会において、提案内容を総合的に審査し、一定の水準以上を満たした者の

中で一位として決定した者を受託候補者として選定する。

（２）同点で一位が複数者ある場合、選定委員会で協議の上、選定する。

（３）審査結果については、自己の結果のみを文書または電子メールで通知する。

（４）評価内容及び選定結果に対する問い合わせには応じないものとする。

15 契約の締結等 

（１）業務の契約については、特定した受託候補者と締結する。

（２）受託候補者が辞退した場合、または特別な理由により受託候補者と契約締結ができ

ない場合、「14 受託候補者の選定方法」で順位付けした受託候補者の順に契約交
渉をする。なお、契約を辞退したことにより、以後の選定や競争入札等で不利益な

取り扱いを受けるものではない。

16 その他 

（１）提出期限までに提出書類が到達しなかった場合は、参加資格を失う。

（２）提出書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

（３）提出された企画提案書等は返却しない。

（４）区は、提出された書類を受託候補者選定以外の目的で提出者に無断で使用しない。

（５）提出期限以降における提出書類の差替え及び再提出は認めない。

（６）受託事業者に重大な瑕疵があった場合や業務遂行能力がないと認められた場合等は

契約期間中であっても契約を解除できるものとする。詳細は契約書で定めるものと

する。

（７）参加意向申出書を提出した後、プロポーザルへの参加を辞退する場合、参加辞退届

（様式２）を提出すること。

17 提出先・問い合わせ先（事務局） 

豊島区 保健福祉部 高齢者福祉課 総合事業グループ

担 当：深代（フカヨ）

住 所：東京都豊島区南池袋２－４５－１ 豊島区役所本庁舎４階

電 話：03-4566-2435 
メール：A0015301@city.toshima.lg.jp 


